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場
所　

さ
わ
や
か
会
館

　
　
　
　
　

３
階　

多
目
的
室

　
　
　

鳥
取
市
富
安
2
丁
目
104-

2

　

内
容　

①
講
演
「
家
族
の
関
わ
り

　
　
　
　

方
と
役
割
に
つ
い
て
」

　
　
　
　

②
交
流
会

【
問
合
せ
先
】

鳥
取
市
保
健
所　

障
が
い
支
援
課

　
　
☎
０
８
５
７
ー
22
ー
５
６
１
６

　

昨
年
度
は
福
祉
・
介
護
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
解
決
策
を
共
に

考
え
る
「
暮
ら
し
を
考
え
る
会
」
を

各
地
区
で
３
回
ず
つ
行
い
ま
し
た
。

　

１
回
目
は
「
日
中
独
居
」、
２
回

目
は
「
高
齢
者
世
帯
」、
３
回
目
は

「
認
知
症
」
を
テ
ー
マ
に
そ
の
人
の

思
い
を
想
定
し
、
家
族
や
周
り
の
付

き
合
い
方
や
サ
ポ
ー
ト
を
考
え
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
し
た
。

　

併
せ
て
本
町
の
福
祉
に
関
す
る
デ

ー
タ
や
地
区
ご
と
の
傾
向
・
特
徴
な

ど
も
紹
介
し
、
参
加
者
か
ら
も
意
見

や
ア
イ
デ
ア
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

福
祉
・
介
護
の
問
題
は
、
誰
の
身

の
回
り
で
も
起
き
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
多
く
の
人
に
啓
発
し
、
地
域

全
体
で
地
域
の
福
祉
・
介
護
を
考
え

地
域
で
支
え
合
う
体
制
強
化
を

　
　
　
　
　
　
　
　
推
進
し
ま
す

る
こ
と
で
、
よ
り
一
層
「
智
頭
ら
し

い
福
祉
」
を
推
進
し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
は
地
区
・
集
落
が

主
体
と
な
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
を

推
進
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
引
き
続

き
皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
紹
介

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
地
域
の
人

と
協
力
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
支

え
合
い
活
動
を
つ
な
げ
る
調
整
役
を

し
て
い
ま
す
。
困
り
事
や
相
談
な
ど

気
軽
に
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】　

役
場
福
祉
課　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

☎
75
ー
４
１
０
２

國岡 将平

生活支援コーディネーター

竹本 匡吾 勢登 郁代

　

国
民
年
金
は
、
老
後
や
万
が
一
の

時
に
大
き
な
支
え
と
な
り
ま
す
。
保

険
料
の
納
め
忘
れ
が
続
く
と
、
障
害

基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け

取
れ
な
い
場
合
や
、
将
来
の
老
齢
基

礎
年
金
が
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
保
険
料
は
納
付
期
限
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
の
納
付
が
難
し
い
時

　

国
民
年
金
１
号
の
被
保
険
者
は
、

毎
月
の
保
険
料
を
翌
月
の
末
日
ま
で

に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に

困
難
な
場
合
に
は
、「
保
険
料
免
除

制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
」
の
手

続
き
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

免
除
さ
れ
る
額
は
、
全
額
、
４
分

の
３
、
半
額
、
４
分
の
１
の
４
種
が

あ
り
ま
す
。
猶
予
制
度
は
、
50
歳
未

満
で
学
生
以
外
の
人
が
対
象
で
す
。

在
学
中
の
学
生
は
、「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
が
承

認
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
の
受
給
資

格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
時
に
比
べ
て

将
来
受
給
で
き
る
額
は
少
な
く
な

り
ま
す
。
保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予

に
な
っ
た
保
険
料
を
後
か
ら
納
め
る

(

追
納
す
る)

こ
と
で
受
給
す
る
年

金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

免
除
申
請
の
受
付

　

７
月
１
日(

月)

か
ら
令
和
元
年

度
分
の
免
除
・
猶
予
の
申
請
受
付
が

始
ま
り
ま
す
。
免
除
対
象
期
間
は
、

令
和
元
年
７
月
分
か
ら
令
和
２
年
６

月
分
ま
で
で
す
。

　

過
去
分
は
、
申
請
書
が
受
理
さ
れ

た
月
か
ら
２
年
１
ヵ
月
前
ま
で
遡
っ

て
申
請
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
申

請
の
際
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基

礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
書
類
、
印
鑑

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
離
職
し
た

場
合
は
、
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
も
必
要
で
す
。

【
問
合
せ
先
】
役
場
税
務
住
民
課　

　
　
　
　
　
　
　

☎
75
ー
４
１
１
８

日
本
年
金
機
構
鳥
取
年
金
事
務
所

　
　
☎
０
８
５
７
ー
27
ー
８
３
１
１

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・

　
　
　
　
　
　
　
猶
予
制
度

「
ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室
」

　
　
　
　
　
　
　
の
お
知
ら
せ

　

ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て
家
族
同
士

で
交
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

日
時　

７
月
16
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
正
午

　
　
　
　

受
付　

午
前
９
時
45
分
～
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